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○ 焦らせる表示は購入を誘導する手口の可能性があ

ることを知り、惑わされないように注意しましょう。 

○ 商品・サービス内容、支払総額、取引条件、解約条

件、事業者の所在地・電話番号などをよく確認して

購入しましょう。 

○ 問題が発生したり不審な点がある場合は、最寄り

の消費生活センターにご相談ください。 

（消費者ホットライン「188」） 

しましょう。 

『残りわずか』『限定価格』で

急がせる偽サイトでのトラブル

が報告されています！ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   

被害に遭わないためのポイント 

おかしいな、困ったなと思ったら、 

相談先：消費者ホットライン １８８（いやや！）（局番無し３ケタ） 
最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。１人で悩まず相談しましょう！ 

 

県消費生活センター 
 キャラクター“ケロちゃん” 

焦らせて購入させるネット通販のわな！ 

【相談事例】 

ブランドの洋服を探してネット検索していたところ、安値で販売する通

販サイトを見つけた。「残りわずか」との表示に慌てて注文し、代金を振り

込んだ。しかし、２週間経っても商品が届かず、問合せのメールを送って

も返信がない。 

 

 

 

 

 

なかった。 

 

 

 

 

 

 


